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シェア・ニッポン企業派遣プログラム 

～シェアリングエコノミー伝道師企業等への派遣～ 

募集要領 
平成 30 年８月 31 日  

内閣官房シェアリングエコノミー促進室  

１ 概要 

 シェアリングエコノミーの世界的な普及に伴い、企業等（以下、「団体」という。）がこれに着目し、

超少子高齢社会における諸課題等に対応しようとする動きが萌芽しつつある。 

他方、シェアリングエコノミーは黎明期の段階にあり、その活用に係る具体的なノウハウ等につい

ては、広く認知されていないため、こうした動きは、具体のサービスとして結実していない。 

 こうした動向に対応するため、団体に対しシェアリングエコノミーに対する豊富な知見や活用実績

等を備える伝道師を派遣し、社会の諸課題解決を行うための課題整理やアドバイス等を行い、シェア

リングエコノミーを活用した課題解決の促進を行う。 

 

２ 派遣内容 

団体に対しシェアリングエコノミーに対する豊富な知見や活用実績等を備えるシェアリングエコ

ノミー伝道師を派遣し、社会の諸課題解決を行うための課題整理やアドバイス等を行う。 

 

３ 募集要項 

対象 

社会の諸課題解決の手法として、シェアリングエコノミーを活用することに

ついて、具体的な検討計画を有する団体 

（イメージ） 

・全国に支店や大規模施設を抱え、遊休化しているフロアーなどのスペー

スを有する団体 

・専門的なスキルを持つ社員を抱え、当該スキルの有効活用を検討する団

体 

申請要件 

①まちの賑わい創出、観光振興、子育て支援など社会課題解決に資するサー

ビスの検討計画であること。また、検討のアウトプットが一定程度明らか

にされていること。 

②検討スケジュールが具体的に示されており、検討期間は採択から概ね半年

程度であること。 

③検討体制が具体的に示されていること。可能な限り、大学、NPO、自治体

など多様な主体を巻き込んだ検討体制であること。 

対象団体数 平成 30 年度 ３団体から５団体程度 

活動内容 
伝道師の派遣先団体にて、グループワークや検討会議（WG 等）への参加、

社員向け講演を実施すること等を想定。 

経費 

旅費及び謝金については、シェアリングエコノミー促進室が負担する。 

※ 但し、第 1回派遣時に限る。 

※ 派遣場所が東京都近郊の場合、旅費は申請者負担とする。 

派遣の流れ 
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⑤ 実績報告 

 ④ 活動実施 
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４ 応募方法 

  派遣を希望する団体は、政府 CIO ポータルを通じてダウンロードした申請書（別添様式）に必要事

項を記載し、電子メールにて下に記載の提出先まで応募すること。 

  ■申請書提出先：share-eco-center@cas.go.jp 

  ※電子メールでの受付に限る。（申請書の持参は不可。） 

※申請書の内容は、その採否を問わず、企業秘密等に該当する部分を除き、その概要を公表するこ

とがある。 

 

５ 募集期間 

 (1) 募集期間 平成 30 年８月 31 日（金）～平成 30 年９月 25 日（火） 

 (2) 選定期間 平成 30 年９月下旬～10 月上旬目途 

  

６ 選定までのプロセス 

 (1) 選定方法 

    選定に当たっては、提出された申請書をもとに、関係するシェアリングエコノミー伝道師によ

る審査を経て、内閣官房シェアリングエコノミー促進室において、３団体から５団体を選定する。  

なお、選定に際し、申請者と協議の上、申請内容の一部を変更することがある。 

 

 (2) 留意点 

    選定に当たって、追加質問やヒアリング等を行う場合がある。 

    選定の妨げとなる恐れがあるため、派遣を希望する伝道師との直接接触は行わないこと。 

 

７ 選定結果の公表 

 審査結果については、平成 30 年 10 月上旬をめどに政府 CIO ポータルにて公表するとともに、内閣

官房シェアリングエコノミー促進室より電子メールにて申請者あて通知する。 

 

８ 派遣終了後の報告 

 派遣期間終了後、派遣を受けた団体は、内閣官房シェアリングエコノミー促進室に対し取組の成果

を任意の様式により報告すること。 

 

９ お問い合わせ先 

 ・内閣官房シェアリングエコノミー促進室 

 ・電 話：03-6910-0184 

 ・F A X：03-3581-3966 

 ・電子メール：share-eco-center@cas.go.jp 

 

10 申請にあたっての参考資料 

 ・ シェアリングエコノミー検討会議 中間報告書 

  （http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/shiearingu/chuukanhoukokusho.pdf） 

 ・ シェアリングエコノミー伝道師について 

  （https://cio.go.jp/share-eco-evangelist） 

 ・ シェア・ニッポン 100 

～未来へつなぐ地域の活力～シェアリングエコノミー活用事例集（平成 29 年度版） 

  （https://cio.go.jp/share-nippon-100_H29） 



  【別添様式】 

シェア・ニッポン企業派遣プログラム 

～シェアリングエコノミー伝道師企業等への派遣について～ 

申請書 

 

１ 申請者情報 

申請者名（団体名）  

申請責任者名・役職名  

所在地  

担当者名・所属・役職名  

電話番号  

電子メールアドレス  

 

２ 社会の諸課題解決の手法として、 

シェアリングエコノミーを活用することについての計画について 

 

 (1) 計画概要を記載ください。 

 

  ※ 活用しようとする遊休資産（スキル等無形のものを含む）について、必ず記載すること。 

特に団体の持つ施設や人材等を活用する場合には、その内容にも触れながら記載を行うこと。 

 

 (2) 目標（アウトプット）を記載ください。 

 

  ※ 例えば、新たなサービスの構築計画、サービストライアルの実施計画、自治体等との連携協定

の締結など、「勉強会」に留まらない内容とすること。 



【別添様式】 

 
 

 (3) 計画の検討体制及びスケジュールについて、具体的に記載してください。 

 

  ※ 検討の終期について、必ず記載に含めること。 

 

 (4) 貴団体と連携して、検討を行う主体があれば、当該主体の概要及び貴団体との関係を記載してく

ださい。 

 

 

３ 派遣を希望するシェアリングエコノミー伝道師について 

 

 (1) 派遣を希望する伝道師名を記載してください。 

 

※ シェアリングエコノミー促進室に人選を委ねる場合には、その旨記載してください。 

 

 (2) 伝道師に貴団体で希望する活動を具体的に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  

■ シェアリングエコノミー伝道師一覧 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


